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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（植木弘行君） 散会前に引き続き本日の会

議を開きます。 

  ただいまの出席議員は29名であります。 

  ３番、眞壁俊郎君、27番、平山英君より、欠席

する旨の届け出があります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（植木弘行君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（植木弘行君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 吉 成 伸 一 君 

○議長（植木弘行君） 初めに、16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） おはようございます。 

  公明クラブ、吉成伸一です。市政一般質問を行

います。 

  １．緊急経済対策の中の「定額給付金」につい

てお伺いをいたします。一昨日の山本議員の質問

とも重なるところがありますが、通告どおり質問

いたします。 

  昨年顕在化した米国のサブプライムローン問題

は、世界各国で株安・ドル安をもたらし、株式市

場から離れた投機マネーが原油や穀物などに向か

い、価格を押し上げるという異常事態を招きまし

た。これに追い討ちをかけるように、米国の大手

証券会社リーマンブラザーズの破綻、そして現在

も続いている国債金融市場の混乱は、予断を許さ

ない局面を迎えています。 

  生活必需品の価格は上がる、しかし所得はふえ

ないという状況の中で、庶民の家計は圧迫されて

います。そのような中で、総額２兆円の定額給付

金は、公明党が提唱し、ことし８月末に政府・与

党間で今年度中の実施で合意した定額減税を給付

方式としたものです。生活支援とともに経済対策

の意味合いもあり、今年度内の給付を目指して今

後、市区町村それぞれの実情に応じた交付要綱が

まとめられることになります。以下についてお伺

いをいたします。 

  ①定額給付金の給付額は、１人当たり１万

2,000円を給付し、65歳以上18歳以下に8,000円を

加算します。生活支援そして経済効果もあると思

いますが、定額給付金をどう評価するかお伺いを

いたします。また、給付額が加算される本市の65

歳以上と18歳以下の対象人数はどのぐらいいるで

しょうか、お伺いをいたします。 

  ②定額給付金では、所得制限（制限を設ける場

合の下限は、所得1,800万円）について市区町村

の実情に応じて交付要綱において決定することに

なっています。本市の考えはどうでしょうか。お

伺いをいたします。 

  ③この政策について、一部では、ばらまきでは

ないか、世論調査によれば反対者が多いなどのマ

スコミ批判があります。しかし、これらの批判に

対して本当に困っている庶民の生活状況をわかっ

ているのかとの声もあります。市長の考えはどう

でしょうか。お伺いをいたします。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君の質問に
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対し答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 定額給付金に関しまし

て３点ご質問をいただきましたが、一括してご答

弁申し上げます。 

  制度、政策に対する評価、考え方につきまして

は、一昨日12月10日、山本はるひ議員の市政一般

質問にお答えしたとおりでございますので、ご了

承いただきたいと思います。 

  なお、65歳以上の対象者人口、それから18歳未

満の人口は何人かとのことでございますけれども、

本年12月１日現在の住民基本台帳記載人口と外国

人登録人口の合計から求めた本市の65歳以上の人

口は２万1,869人、18歳以下は２万2,518人であり

ます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） 明快な答弁と言えばそう

言えるんでしょうね。余りにもあっさりしている

というような気もいたしますが、既に一昨日の質

問の中でも、まだ明確に決まっていない部分があ

るので、それ以上の答弁はできないというような

内容でありましたが、それでは、18歳それから65

歳それぞれの今人数をお伺いしたわけですが、こ

れは、全那須塩原市であれば約11万6,000人の人

口があるわけですけれども、その全市民に対して

給付はされるわけですので、それらの給付額、試

算で結構ですので、何億円ということになると思

いますが、どのぐらいを予想されているのか、そ

の点をお伺いをいたします。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 人口のとらえ方には大

きく二通りございまして、新聞等で発表されるの

は毎月人口調査ということで、国勢調査から増減

を差し引きして現在の人口を求めるわけなんです

けれども、今回の定額給付金につきましては、報

道等をされておりますように、基本的には先ほど

申し上げました住民基本台帳の記載人口と外国人

登録人口、これをもとにということですので、い

ろいろな条件を外しまして単純に推計いたします

と、12月１日現在の本市のただいま申し上げまし

た合計の人口は11万8,404人になります。 

  その中で65歳以上それから18歳以下はただいま

申し上げました数字で、それ以外の方が差し引き

で７万4,017人と、こういうことで、先ほどの数

字と全部足しますと11万8,404人ということにな

ります。 

  それぞれ今論じられている65歳以上18歳以下に

つきましては、単純に２万円を掛ける、それ以外

の方には１万2,000円を掛け算いたしますと、那

須塩原市の総額は、17億7,594万4,000円という数

字が出てまいりますので、このままこういうこと

でいけば、この数字前後ということになるのかな

と、基準日の関係がありますが、考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） 約17億7,500ということ

の数字をいただいたわけですけれども、じゃ、こ

の数字がどういう数字なのかというのは、ちょっ

とほかのデータと比較をしてみたいと思うんです

が、那須塩原市の統計19年度版のデータが出てい

ますけれども、その中の商業関係で特にこの給付

金を受けた場合には小売業に関係が多分あるでし

ょうと、小売業に対しての買い物をするとかそう

いったことが多分あるでしょうから、その小売業

の、これは古いデータしか、ことしの４月に出た

やつですけれども、16年の合併前のデータしかあ

りませんでしたので、それで比較するしかないん

ですが、小売業の年間那須塩原市の商品販売額と

いうのが1,424億3,171万円という数字が出ており
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ました。そうすると、この17億7,594万4,000円と

いう数字は１％以上に当たるわけですから、そう

いった観点からいけば、やはり１つ経済効果とし

ては、使われれば貯金をする人も中にはいるかも

しれませんが、今の経済状況からいけば私は使わ

れるものだと思います。 

  そういった観点からいくと、１％を超える額に

当たりますので、十分な経済効果が期待されるん

じゃないかと思います。また、実際に二次補正予

算は来年年明けの国会ということになるでしょう

から、その後法案が通ってとなれば、３月中旬あ

たりの給付になってくるものだと思います。 

  そうすると、３月というのは卒業時期でもあり

ますし、それから４月には入学を迎えます。そし

て就職があって、引っ越しがあってと、もろもろ

お金の出る月だと思うんですね。そういった観点

からも、やはり給付されれば必ず消費していくの

ではないかと思います。 

  そのようなことから、大変私は期待できると思

うんですが、その辺に関する感想はどのようにお

持ちでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 約17億7,000万円がど

のように使われていくかは今後を見ないとわかり

ませんですけれども、ただいまお話がありました

ようなことも含めまして考えますと、国でも目的

に掲げておりますけれども、生活支援とか経済的

効果と、こういう観点からは一定の効果はあるだ

ろうと、こんなふうには私自身は思っているとこ

ろであります。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） それでは、先日、山本議

員の質問でもありましたけれども、所得制限の部

分、これについてもまだはっきりしていないとい

うことですけれども、他の自治体なんかでは、既

に市長会であったり町村長会であったり、そうい

ったところでは所得制限は設けないというような

方向で進んでいるところが多いように感じます。

それに関しまして、栃木県の市長会であったり、

町村会、村はないですけれども、はどのような動

きになっているか、お伺いをいたします。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 市長会としてというは

っきりしたものはまだ伺っておりませんですけれ

ども、実は、12月５日に、県のほうでこの件に関

しまして、その前段として総務省からたたき台と

いうことで、都道府県の担当のほうに説明があり

まして、その資料をもとに栃木県内の市町村の今

の窓口といいますか、この説明会といいますか、

たたき台に対しての意見等の交換の場がありまし

た。 

  その中の状況等を聞く限りでは、なるべく統一

した方法でと、例えばＡとＢという自治体で取り

扱いが異なる、こういうことでは大変まずいので

はないかという中での議論ありまして、現在の中

では市長会、栃木県はあれですけれども、全国の

市長会の役員会の中では、この所得制限について

は制限なしでというような方法でのアンケートの

結果等もいただいておりますので、市長会全体と

してはそのような動きなんだろうとは思いますけ

れども、まだ結論めいたことは私のほうではちょ

っと確認していないという状況です。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） 私自身も、制限は設けな

い一律給付が望ましいと思っています。今後明確

に出てくるのでしょうから、それを期待したいと

思います。 

  本来であれば、栗川市長から、定額給付金制度

といっても１回限りですけれども、に対する評価

というのをいただきたいとは思うんですが、一昨
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日の答弁でも、いい悪いのコメントはしないとい

うお話がありましたので、それ以上聞こうと思っ

ても無理ですよね。無理なようです。 

  それで、この定額給付金に対していろいろな方

が、経済学者であったり、もちろん政治家もそう

ですけれども、いろいろな方がいろいろな評価を

下しています。その中で、皆さんも最近耳にして

いると思うんですが、特別会計の中の埋蔵金、こ

の埋蔵金という言葉、発掘したのが高橋洋一さん

という東洋大学の教授で、テレビなんかにも出て

いると思うんですが、その高橋教授がこのように

言っております。 

  「マスコミ報道では、６割が定額給付金に否定

的であるなどの報道もありますが、埋蔵金の発掘

者である高橋洋一東洋大学教授が、定額給付金に

対して否定的な６割の人も受け取りを拒否するか

といえば、そうではないはず。お金をもらってう

れしくない人はいないだろう。景気対策として悪

くない。しかも国庫で余っている埋蔵金を本来の

持ち主である国民の手に返すという意味でも、大

事なことだ」と、このように言っております。 

  また、ばらまきとの批判に対しては次のように

述べています。「いわゆるばらまきというのは、

族議員などが特定の業界に対してお金がいくよう

にすることで、全ての国民に広く薄く配るという

のはばらまきではない。また、広く薄くというの

は、特定補助金などと違い、国民経済をゆがめな

い経済学の原則にも合致する。また、財源となる

財政投融資特別会計の積立金について、国債償還

という前に、特殊法人や独立行政法人につぎ込む

ことを隠している。つぎ込んで余ったら国債償還

に使うということだ。国で余ったお金の使い道を

役人の手にゆだねるのではなく、国民の一人一人

にお金を渡し、各自に使い道を決めてもらう。国

民が自己決定できるという定額給付金はよい政策

だ」とも述べております。 

  そのほかにも公明新聞なんですが、日刊紙にな

っていますけれども、公明新聞にいろいろな方々

から、各界から賛同の声があるんですね。 

  ２人ほどちょっと紹介させていただきたいと思

います。 

  全国母子寡婦団体協議会の会長であります吉村

マサ子さんは次のようにコメントを寄せています。

「母子家庭にとって定額給付金は非常に助かる支

援です。景気が悪くなる中、母子家庭の生活は苦

しくなる一方です。自立するためいくら就職活動

に励んでも、子育て中では就職条件が悪く、なか

なか正社員になれません。給料が低いことから子

供と一緒に親元で暮らすと、今度は児童扶養手当

の対象から外されます。こうしたことを踏まえて、

生活支援としての定額給付金は、率直に助かりま

す。18歳以下に8,000円を加算する点も評価しま

す。目の前の生活に苦しんでいる人にとっては、

早い実施が求められています」、このようにコメ

ントしております。 

  また、栃木県内でも宇都宮の佐藤栄一市長がコ

メントを寄せてくれています。「金融危機により

さらに厳しさを増した社会経済環境の中で、実効

性のある景気対策、経済対策は、我々地方にとっ

ても喫緊に求められる大きな課題であります。こ

のような中で、今回の定額給付金は、市民生活の

支援を初めとした経済対策の有効な方策になるも

のと期待しているところであります。この定額給

付金が景気回復の契機となるよう、時機を逸する

ことなく円滑に実施されることを強く望んでおり

ます」、このようにコメントがあります。 

  本来であれば、先ほども言いましたけれども、

栗川市長からコメントをいただきたいんですが、

各界からこのように賛同の意がありますので、実

際に給付となるのが来年３月、事務方にとっては
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非常に忙しく大変な時期ではあると思いますが、

市民の要望に対して丁寧に答えながら、この制度

が導入になった際には臨んでいただきたいなと、

そのような希望を述べて次に移りたいと思います。 

  それでは２番、中小・小規模企業への緊急保証

制度についてお伺いをいたします。 

  中小・小規模企業の資金繰り支援のために10月

31日から新しい保証制度（原材料価格高騰対応等

緊急保証制度）が始まりました。この制度は、原

油・原材料価格の高騰や仕入れ価格の影響を強く

受けている545業種の中小企業者（全国の中小・

小規模企業の３分の２のカバー）を対象として、

民間金融機関からの融資を受ける際に、無担保保

証で8,000万円、普通保証で２億円まで信用保証

協会の100％保証を受けることができる制度です。

現在、国の指定業種は618種類にふえています。 

  私が通告した段階では618業種であったんです

が、12月５日現在では、新たに80業種ふえました

ので、698業種となっています。以下、４点につ

いてお伺いをいたします。 

  本市における中小企業の年末に向けた資金繰り

の状況はどうでしょうか、お伺いをいたします。 

  ②本市における金融機関の中小企業に対する貸

し渋り、貸しはがしの実態があるのか、お伺いを

いたします。 

  ③緊急保証制度の利用について、本市の認定申

請数と融資が実行された件数をお伺いいたします。

また、この制度に対する苦情であったりトラブル

はあるか、お伺いをいたします。 

  ④本市が11月15日から導入した制度融資の小規

模企業支援資金の利用状況についてお伺いをいた

します。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 答弁申し上げま

す。 

  ①の本市における中小企業の年末に向けた資金

繰りの状況についての質問にお答えいたします。 

  年末は資金需要の１つの山になりますが、商工

会によりますと、今回の金融不安や経済の混乱の

影響を受け、収益の悪化している企業も多いとの

ことで、年末を迎えた市内中小企業者の資金繰り

は厳しい状況にあると認識しております。 

  次に、②本市における金融機関の中小企業に対

する貸し渋り、貸しはがしの実態があるかとの質

問にお答えいたします。 

  商工会の情報では、会員の企業への貸し渋りや

貸しはがしについては、現時点においては聞いて

おりません。 

  次に、③緊急保証制度の本市の認定申請数と融

資が実行された件数及びこの制度に対する苦情や

トラブルはどうかとの質問にお答えいたします。 

  今回の緊急保証制度は、10月31日に運用が開始

されましたが、12月10日現在、市への認定申請は

29件あり、29件すべてを認定し、現在保証協会が

申請を行っております。また、融資の実績につき

ましては、保証協会の承諾件数になりますが、11

月30日現在で６件となっております。なお、苦情

やトラブルについては特に聞いておりません。 

  次に、④本市が11月15日から導入した制度融資

の小規模企業支援資金の利用状況についての質問

にお答えいたします。 

  小規模企業支援資金の12月10日現在における利

用件数及び金額は３件600万円となっております。

本資金は、小規模企業の資金需要、特に年末資金

として活用いただくための市の制度融資として導

入しましたので、これから利用がふえてくるもの

と思います。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 
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○１６番（吉成伸一君） ただいま答弁をいただい

て、情報源としては商工会の情報源がほとんどだ

ったんでしょうが、その中で再質問をいたします

けれども、実際に銀行の方なんかに聞くと、やは

り通年から見ると、この12月の前半で融資に関す

る相談であったり、実際にお金を出すということ

は今までは大体終わっていたと。ところが現在も

進行形だと、非常に厳しい状況だというような話

は確かに聞こえてきます。 

  そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、本年

度における本市の、これは資本金の問題や、それ

から社員数の問題もあるんでしょうけれども、企

業倒産というのはどのぐらいあるのかお伺いをい

たします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 企業の倒産件数

については、現在把握しておりませんので、後ほ

ど答弁したいと思います。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） 最近もある建設業者が倒

産をしたというようなニュースも流れております。

やはりそういったことというのは、当局としてし

っかりとした情報を得ながら、常に敏感に私は対

応していくべきだと思うんですね。じゃ、次、市

として何が、どういったことに手を打てるんだと

か、そういったこともやはり情報がないことには

前に進んでいかないと思うわけですね。その辺の

アンテナを高くするということは大切じゃないか

なと思います。 

  また、２番目の貸し渋り、貸しはがしに対して、

そういった状況は聞いていないということなわけ

ですけれども、黒磯商工会のほうにも実際には調

査の依頼があったということを聞いているんです

が、全国商工会連合会のほうで、ことしの８月に

商工会は全国に1,900ぐらいあるんだと思うんで

すが、そのうちの300商工会に対して書面調査そ

れからヒアリングということを、現在貸し渋り、

貸しはがしの状況調査というのをやって、10月27

日付で公表されているんですね。 

  そのデータを見ますと、貸し渋り等の行為とし

ては、一番多いのが新規融資の拒否、それから契

約更新の拒否、そして３番目に返済請求、４番目

には追加担保をとるとか、５番目には金利引き上

げ、このようなデータが出ております。ただ、合

計でそれぞれがそんなに件数がたくさん報告され

ているわけじゃないですから、全体で100件ぐら

いの件数だというふうに思うんですが、それらが

当市においてないということは、もちろん望まし

いことだと思うんですが、現実に全国的には起こ

っているわけですよね。そうすると、当市がそう

いった現状がないというのはどういったことが原

因しているのか、その辺の分析はあるでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 特に本市の場合

には、ことしの夏から雇用が好転しているという

ようなことがございまして、まだその余韻が残っ

ているのかなということと、もう一つは、市の制

度融資としての小規模企業支援資金の中で、金融

機関ともいろいろ相談したんですが、借りる人に

とって借りやすいお金よりは、金融機関が借りや

すい制度につくるべきだということで、宇都宮市

等においては金利が1.6％ということでやったん

ですけれども、本市の1.9％の既存の制度資金そ

のままということで、せっかく制度をつくっても

結果的に金融機関は貸したくないというような制

度では何もならないんじゃないかということで、

ちょっと高めの金利が設定された。その中でやは

り健全な企業が資金繰りのために倒産することの

ないような形で支援したいというような形で導入

したものでございます。 
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  以上です。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） 確かに大型店舗のオープ

ンによって、かなりの雇用がふえたという、そう

いった背景は当市にとっては、他市町から比較す

ると、多少なりとも好条件ではあったということ

は理解ができます。 

  さて、制度融資も中小企業信用保険法の第２条

第４項の１号から８号、その中でどれに当てはま

るかということだと思うんですが、栃木県の場合

には特殊事情が、足銀の破綻ということがありま

すので、当市においても多くが６号の部分に関係

して、実際には融資を受けているというのが現状

だと思うんですね。 

  ところが、もちろんこれはいいことですけれど

も、足銀自体が再生されるわけですよね。それが

５月、６月と。そうなると、５月ですか、６月で

すか、それでこの６号に関しては対象外になって

くるわけですよね。そうなった場合に融資を受け

ることが難しくなる。そのために緊急融資制度で

あったり、本市独自の小規模企業支援資金である

んだとは思うんですが、その辺の兼ね合いはどの

ように考えていますか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） まさにそのとお

りでございまして、私どもの小規模企業支援資金

については、今までの例ですと大体年度切りかえ

の時期に導入してきたという経過があったんです

けれども、このような世界的な規模での金融危機、

経済危機というような状況でございますので、と

にかく年越し資金を何とかしなくてはということ

で導入していったと。 

  それともう一つは、議員が今ご指摘のように、

あとは市の制度資金、それから緊急保証制度と、

これらを組み合わせた中で資金の需要に対応して

いきたいと、このように考えてございます。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） わかりました。 

  このような本当に厳しい状況ですので、宇都宮

市なんかもそうですけれども、他市町においても、

各市町村において緊急経済対策本部というのを立

ち上げて、それぞれ本市でどんなことができる、

うちで何ができるかと、国から出されているもの

以外にどんなことができるんだろうかということ

で、庁内に緊急経済対策本部なんかを立ち上げて

対応しているわけですが、その辺の考え方は本市

はどのように考えているでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） まさに県内各市

町の中で現在立ち上がっているというような状況

もございます。そのようなことを考慮しますと、

本市においても検討する時期に来たのかなという

ようなことで、庁内において今後どのようなこと

ができるのか、内部の中で検討していきたいと、

このように考えております。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） これは非常に大切なこと

だと思います。それがやはり市民にとって、市は

本当に真剣に取り組んでくれているなというよう

に映ると思うんですね。そういった観点からぜひ

対策本部は立ち上げて対応していっていただきた

いなと思います。 

  それから、本当に年末それから年始、あと年度

末、この辺にこれらの融資に関する相談というの

が商工観光課が窓口ですけれども、相当数相談が

入ってくるんじゃないかと思うんですが、その辺

の対応は十分できるということでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） まさに商工会、

市の商工観光各支所の窓口で、それらの対応につ
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いて対応できるように現在しております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） きめ細かで丁寧な対応を

お願いして、第２の質問を終了させていただきま

す。 

  それでは、３の道路整備についてお伺いをいた

します。 

  合併時につくられた新市建設計画の中で計画さ

れた市道・新南下中野線が、第１次那須塩原市総

合計画の実施計画、平成21年から22年度に予算化

されています。この件については、その前の実施

計画の20年、21年の21年にも載ってはいたんです

が、以下についてお伺いをいたします。 

  ①新南下中野線の地元説明会を行ったと聞いて

いますが、対象者はどのような方々であったか。

また、その際に要望等は出されたかお伺いをいた

します。 

  ②県道・大田原高林線から東那須野金田線の区

間の整備はどのように行われるのか、あわせてお

伺いをいたします。 

○議長（植木弘行君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 16番、吉成伸一議員の市政

一般質問にお答えをいたします。 

  ３の道路整備についてでございますが、２点ご

ざいますので、順次お答えをいたします。 

  ①の（仮称）新南下中野線については、国道

400号を起点として主要地方道大田原高林線に至

る全長3,500ｍの計画道路であり、新市の一体化

を促進する上で不可欠な幹線ルートとしておおむ

ね10年間の事業期間での整備を予定しており、本

年度は路線線形計画の作成に着手をしたところで

あります。 

  道路線形計画の策定に当たりましては、地元関

係者と協働で進めるために、ルートに当たる行政

区の自治会長及び地域の代表者14名で構成する道

路線形検討委員会を設置をしまして、現地調査を

含む３回にわたる検討会の中で、できる限り現道

を活用する、住宅密集地を避ける、権現山等の自

然資源を極力残す等の貴重な意見をいただき、そ

れらを十分に反映した道路線形計画を策定するこ

とができました。 

  今後は、12月中旬に地権者を対象とした事業説

明会を開催し、関係者のご理解とご協力をいただ

きながら、本格的な事業推進に努めてまいりたい

と考えております。 

  次に、②の主要地方道大田原高林線から市道東

那須野金田線までの区間につきましては、先ほど

申し上げましたとおり、国道400号から主要地方

道大田原高林線までの区間の整備におおむね10年

を要することから、事業の進捗状況を見きわめな

がら、住民からの要望や道路整備をめぐる社会経

済情勢等を勘案した上で、検討を行ってまいりた

いと考えております。 

  また、終点側の市道東那須野金田線につきまし

ては、主要地方道大田原高林線の迂回機能を有し、

交通量も増加傾向にありますので、地元から早期

の整備要望が出されている一部改良区間につきま

して優先的に整備を検討してまいりたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） ただいま市長のほうから

丁寧な説明を受けましたので、ほぼ了解するとこ

ろでありますが、実際にこの3,500ｍの整備区間

があるわけですけれども、これは当然、橋もかけ

なくてはいけませんし、一発でできるような、10

年間もかかるわけですから、事業じゃありません

ので、工区ごとに区切ってやっていくのだと思う

んですが、その辺の流れはどのように考えている
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のか、お伺いをいたします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） とりあえず3,500ｍを

３工区に分けまして、第１工区といたしまして、

新南公民館から農免道路といいますか、ライスラ

イン、あそこまでを第１工区といたしまして、そ

の後ライスラインから大田原高林線までを第２工

区、そしてあと、また最終的には新南公民館から

現在の400号までを拡幅するというような３つの

計画にしてございます。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） そうすると、現状の道路

を使うというのは基本にありますが、当然そうじ

ゃない路線配置になっていると思いますので、新

設という部分が出てきますよね。そうすると、そ

ちらを優先するということですね。現在、新南公

民館から向こうに関しては整備はされているわけ

ですけれども、それをもう少し拡幅するという形

をとるということになるわけですね。わかりまし

た。 

  それで、先ほど市長答弁の中で、今までに道路

線形検討委員会ということで、14名の自治会長で

あったり、それからそのほかの代表者であったり、

そういった方々の話を聞いて行ってきたと。この

12月中旬には、地権者の説明会を行うということ

なわけですが、ここが一番の山場になってくると

思いますが、その前の道路線形検討委員会の中で

の感触からいくと、地権者の同意は十分受けられ

ると、そのようにお考えでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 線形検討委員会の中で

は十分に意見を聞きましたので、地元の線形委員

さんの意見の中からもある程度この路線でいけば

地元の了解も得られるだろうということで、ある

程度決定したということでございます。 

  あと、説明会を昨日と一昨日、それからきょう

と３回に分けて実施する予定になっていまして、

実際きのうまでの状況から申しますと、大体、地

権者の方78名ほど、今までの説明会の中ではご案

内申し上げたところでございますけれども、今の

ところ37人の方が参加いただきまして、その中で

は前向きな意見が多かったということで、今のと

ころそのような状況にございます。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） 道路の拡幅、もちろん新

設もそうですけれども、とにかく地権者の同意が

得られないことには、せっかくすばらしい計画が

立ったとしても前に進みませんので、78名の地権

者のうち現在37名、きょう残りの人が全員出席し

てくれればいいでしょうけれども、なかなかそう

もいきませんでしょうから、今後もまた当然説明

会を開いていくんだと思いますが、丁寧な説明を

していただきたいなと。よくその説明の場でこじ

れてしまったよなんていうことも過去に聞いた事

例がありますので、そういうことのないようにぜ

ひ進めていっていただきたいなと思います。 

  それから、最初の市長答弁をいただいたんです

が、昨年３月に市道東那須野金田線の未整備約

600ｍになりますけれども、これの整備をという

ことで地元からも要望書も出ていますよと、先ほ

どもそのようなお話があったわけですが、なるべ

く優先してということですけれども、実際に見込

みとしては早期の整備ができる感触は持っていら

っしゃるのでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 東那須野金田線につき

ましては、道路整備基本計画の中では、一応補助

幹線として位置づけしておりますので、前期計画

の中には載っていないところでございますけれど

も後期計画の中で優先的に。後期計画と申します
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と、23年度からになりますけれども、その中で優

先的に整備を検討したいというふうには思ってお

ります。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） 微妙なニュアンスの回答

だったと思うんですが、ぜひ進めていただきたい

なと思います。 

  部長もあそこは何度も通っていらっしゃって、

よくわかると思うんですけれども、朝晩は子供た

ちの通学路に使われていますので、非常に危惧す

る部分もありますので、ぜひとも後期計画の中で

整備に加えていただきたいなと、そのように強く

要望してこの項を終了いたします。 

  それでは、４の那須塩原市の知名度アップにつ

いてお伺いをいたします。 

  平成17年１月１日に合併誕生した那須塩原市の

知名度は高いものではありません。「人と自然が

ふれあう やすらぎのまち那須塩原」の知名度ア

ップには、本市のすぐれた点を今まで以上にアピ

ールすることが必要です。以下についてお伺いを

いたします。 

  ①本市が現在行っている知名度アップの施策を

お知らせください。 

  ②本州一の生乳の生産量であることや日本三大

疏水の一つが那須疏水であること、また、清流那

珂川や箒川の渓谷美などアピール不足ではないで

しょうか。少々予算がかかっても力を入れて行っ

ていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 那須塩原市の知名度ア

ップにつきまして２点ほどご質問いただきました

ので、順次お答えしたいと思います。 

  まず①の関係ですけれども、市が現在行ってお

ります知名度アップの施策につきましては、広報

及び広聴活動の中で、とちぎテレビにおいて毎週

水曜日イブニング６、知っ得タウンガイドの番組

内で那須塩原市情報を放映しており、年間を通し

て50回、タイムリーな情報をお伝えいたしており

ます。 

  また、例年１月にはとちぎテレビと栃木放送に

よる新春特別番組におきまして、本市の施策や新

規事業なども紹介をしているところであります。

また、最新の情報を提供するため定期的に作成し

ている市勢要覧では、写真を多く取り入れまして、

読む資料から感じる資料とし、読者に本市の魅力

や特徴を理解していただき、好感を得ていただけ

るような紙面づくりに努力をしているところであ

ります。 

  そのほか、産業観光部等が中心になりますけれ

ども、各所管におきましては、県や市内観光協会、

市畜産振興会員などと連携し、さまざまなイベン

トやＰＲを行っております。 

  具体的には、やすらぎの栃木路イベントとして、

新宿駅構内や横浜においてキャンペーンを開催し、

本市の豊富な自然環境や温泉、名所旧跡、さらに

は特産品などを紹介し、本市の魅力をＰＲしてい

るところであります。 

  また、首都圏向けの情報提供として、観光情報

紙への情報掲載やパンフレットの設置、また那須

塩原駅構内では生乳生産額本州一の懸垂幕、その

ほか市内各所に牛乳の日ののぼり旗なども掲示し

ているところであります。 

  また、市のホームページにおきましては、携帯

電話からもアクセスができるよう利便性を図るな

ど、情報発信に取り組んでいるところであります。 

  次に、②ですけれども、生乳生産、那須疏水、

さらには那珂川、箒川の渓谷美などのＰＲにつき

ましては、塩原温泉湯けむりマラソン全国大会、

関東学生トライアスロン選手権那須塩原大会、那
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須塩原ハーフマラソン大会などのイベントや各種

会議の際などに、関係団体と協力しながらＰＲに

努めているところであります。 

  那須塩原市総合計画に沿ったまちづくりを進め

る中で、今後も市をアピールしていく、こういう

ことは大切なことと思っておりますが、限られた

財源の中で効果を上げていくためには行政だけで

は限界がありますので、市民の皆様初め関係機関

などと連携を図りながら、全市が一体となり、時

間をかけながら知名度アップに努めてまいりたい

と、こんなふうに考えているところであります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） 那須塩原市だけがという

ことじゃなくて、どこも栃木県内、そんなに有名

なところというのは、日光であったり、宇都宮な

んかは当然、那須町もそうでしょうけれども、知

名度はあるんだと思いますが、栃木県自体が全国

で最も影の薄い県というようなありがたくないレ

ッテルを張られてしまったということもあります

ので、そういった中の那須塩原市ですので、やは

りほかにも関係するとは思うんですが、知名度ア

ップというのは非常に私は大切、ある程度の予算

をそこに投じてでも、もちろん民間が指導してい

くということが理想なんでしょうけれども、その

きっかけづくりは行政がやってもいいんだと思う

んですね。 

  そういった観点から、以前、那須町時代に、平

成４年に埼玉県の新座、現在も新座とは友好姉妹

都市、それから災害時の提携もしているわけです

けれども、それと愛知県の安城市、２市１町で疏

水サミットを開催して、その後も新座とは先ほど

いったような状況で、交互の行ったり来たりとい

うことで交流を深めてきているわけですけれども、

情報を見てみると、疏水サミットなんかは全国的

にも行われていますね。ただ、せっかく那須疏水、

日本三大疏水、そのほかに福島の安積疏水、そし

て京都方面の琵琶湖疏水ということで３つあるう

ちの１つですので、この疏水を生かして大々的な

疏水サミットなんかを本市で行うということもＰ

Ｒに大きな影響を与える大きなものじゃないかな

と私は思うんですが、そういったものに対しては

どうでしょう。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 現在、既に疏水

サミットというものが行われておるわけですが、

三大疏水に限ったものではなくて、いろいろな特

に明治以降の近代化施設として、それぞれ地域の

発展に役立っているというような観点でやってお

るということで、その中ではもう一つ入るのは明

治用水かなとかいろいろ地域にはそれぞれのもの

があるというようなことで、那須野ケ原土地改良

区連合が一緒になってやっているわけでございま

すが、これらについて市のほうで開催ということ

でございますが、これらについては今後研究させ

ていただきたいと、このように思っております。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） 本市のやはり一番の売り

は、本州一の生乳の生産量、これをやはりアピー

ルするというのが一番近道ではないかなと、その

ように思います。 

  これは一例ですけれども、和歌山県の南部川村、

現在は合併しちゃって、みなべ町ということにな

っているんですが、平成16年の10月に合併をして

おります。ここは南高梅をはちみつ入りでつくっ

て、全国的に知名度アップした、約20年ぐらい前

につくったそうですけれども、それで一躍有名に

なってきているわけですけれども、ただ、有名に

なるための宣伝方法が非常にユニークだったんで

すね。 
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  それは、当然、村長さんが各地に宣伝用の南高

梅を持ち歩いて、会う人会う人に渡して歩いて宣

伝をしたそうです。あと、職員の出張の際にも必

ず持たせて、そういったＰＲを行った。 

  それから、町内にある中学生の修学旅行にも中

学生に持たせて、その修学旅行先で配らせたと、

ちょっと今やったら問題になるのかなという気も

しますけれども、徹底したそういった宣伝をした

そうです。 

  当市においては、じゃ、どうしたらいいんだと

いうことになれば、せっかくの本州一の生乳の生

産量を誇っているわけですから、これらを使った

何か新商品なりＰＲしやすい乳製品を開発して、

それの宣伝用のものを各自持って歩いて宣伝する、

そういったこともこれから本当に真剣に考えてい

かないと、やはりどこの市町も厳しい財政状況に

なっているわけですから、やはり一人でも多くの

方に市外から来ていただくということにおいては、

知名度アップというのが非常に大切だと思うんで

すが、これらについてはどのような感想をお持ち

でしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） おっしゃるとお

り、斬新なアイデアということでございますので、

それらもご提案として今後参考にさせていただき

たいと思います。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） それでは、ちょっと方向

を変えて、９月２日が牛乳の日になっているわけ

ですけれども、それらを記念してイメージキャラ

クターということで、このドイツ語のみるひぃが

缶バッジになっています。手づくりのということ

で、私も必ずつけて、どこへ歩くにも少しのＰＲ

になればなということでやっているんですが、今、

要はちまたで言われるゆるキャラですよね。ゆる

キャラ選手権なんていうのもテレビチャンピオン

でことしの４月に放映されていましたけれども、

ゆるキャラで一番有名なのは、ひこにゃんだと思

うんですね。滋賀県の彦根城、できて400年祭た

めにつくったキャラクター、これの著作権で逆に

テレビのほうで有名になったということも言える

んだとは思うんですが、あれの経済効果というの

は相当あるんだと思うんですね。それから、最近

では、奈良の平城遷都1300年祭のマスコットキャ

ラクターということで、これもわざわざもめたの

は多分話題づくりのためにもめたのかなと思うん

ですが、せんとくんとまんとくんとなーむくんの

３つがそれぞれ共存、最近は仲良くなったそうで

すけれども、そういった形で少しでも知名度アッ

プで、よそから人を呼ぼうというような努力をし

ているわけですよね。 

  本市においては、これはまだ商標登録はされて

いないと聞いているんですが、今後商標登録をし

ていく考えがあるのか。あと、以前商標登録され

たものにまきがりくんがありましたよね。まきが

りくんは今どこへ行ってしまったのかなという気

がするんですが、このまきがりくんと、それから

みるひぃの今後の活躍の場、それについてちょっ

とお伺いをいたします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） まさに今まで市

及び畜産振興会が主導で牛乳の消費拡大というこ

とでやってきたわけでございますが、近年になり

まして観光協会等とのタイアップ、商店街とのタ

イアップということがどんどん目に見えて行われ

るようになりましたので、これらの商標登録、さ

らにはマスコット等の売り込み等についても関係

団体と今後相談していきたいと。 

  それから、まきがりくんは確かに最近はほとん

ど見受けないというような状況でございまして、
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これらにつきましては、確かに、ちょっと過ぎち

ゃったのかなというような気はするんですけれど

も、これらについては確かに商標登録を済ませて

あったものでございますので、それらも考慮しま

して、みるひぃ等についても今後関係団体と研究

していきたいと、このように思っております。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） 現在のみるひぃは本当に

材料費だけで手づくりでつくっていただいたとい

うことですから、非常に安価でできたと。こうい

うゆるキャラ、ぬいぐるみなんかは50万円から

100万円とかよく言われますので、そういった点

からいくと、本当に手づくりで、みるひぃに関し

ては今後は少し出して、またつくってあげてもい

いのかなと、そんな気がします。 

  あと、いろいろな会場に出向いていってＰＲを

ぜひしていただきたいなと思います。 

  これは以前、水戸議員のほうも、みるひぃの缶

バッジを小学生に配ったらどうだというような提

案をされていましたが、確かに、この缶バッジは

結構受けると思うんですね、私はね、いろいろな

会場で配れば。今は職員の方の手づくりというこ

とでしょうけれども、少しお金をかけてこういっ

たものの普及にも努めたらどうでしょうか。いか

がですか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） まさにそのよう

なことで、今後関係団体と研究していきたいと。

特に、ここは市外のほうから400万人とも600万人

とも来るアウトレットという施設もございますの

で、それらでのＰＲができるかできないかという

ような研究も今後行っていきたいと思います。 

  それから、先ほど答弁を留保いたしました市内

の倒産件数でございますが、これを調べるのには

時間がかかるということでございますので、平成

19年度の代位弁済、保証協会が保証した中で代位

弁済の件数でかえさせていただきたいと思います。 

  平成19年度は代位弁済の件数が10件、本年度は、

８月まででございますが、４件ということで、さ

らに、先ほど議員ご指摘のように、つい最近１件

倒産いたしましたので、そのような状況になって

おります。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） せっかくあるゆるキャラ

ですので、十分に活躍をしていただいて、那須塩

原市のイメージアップに努めていただく。そのた

めにも行政としてももう少しお金も使っても私は

いいのではないかと思いますので、その点も今後

十分検討していただいて、前向きに進めていただ

ければと、そのように思います。 

  以上で私の市政一般質問を終了させていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長（植木弘行君） 以上で16番、吉成伸一君の

市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 岡 部 瑞 穂 君 

○議長（植木弘行君） 次に、２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 平成20年の最後の質問者と

なります議席番号２番、岡部瑞穂でございます。
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清流会会派代表１名並びに私の前者までの質問者

13名による市政に対する質問が終わりました。14

名それぞれの質問事項及び質問内容は重要であり、

行政のご答弁もわかりやすく聞くことができまし

た。 

  創生会会長のお言葉の中にもありましたように、

会派としては当地域のエコロジーの保全をテーマ

に、かなり長い時間をかけて研修してまいりまし

た。重複する質問になるかもしれませんが、よろ

しくお願いをいたします。 

  なお、時間の配分が上手にできないかもしれま

せんが、ご容赦願いたいと思います。 

  それでは、質問事項、質問の内容を述べさせて

いただきます。 

  １、自然と共生するまちづくりについて。 

  地球温暖化防止の取り組みが地球規模で始まり

ました。期間を経て精査をいたしましたところ、

ＣＯ２は削減どころか、ふえている現状を報道で

知り、また本市の取り組みも改めて知りました。

住民一人一人に周知をしていただきたいと思いま

して、次の①、②、③をお伺いします。 

  地球温暖化防止対策推進計画の本市取り組みの

現状を伺います。 

  ②ごみ減量化の取り組みを伺います。 

  ③ＣＯ２削減に向けた本市の取り組みを伺いま

す。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君の質問に

対し答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 当方からお答えい

たします。３点ありましたので、順次お答えをさ

せていただきます。 

  まず、①の地球温暖化対策地域推進計画の本市

の取り組みについては、平山啓子議員の質問にお

答えしましたとおり、平成22年度以降に計画策定

を予定しておりまして、市民、事業者、行政が一

体となって地球温暖化対策を進めてまいりたいと

考えております。 

  ②のごみ減量化の取り組みについてお答えをい

たします。 

  198回にわたり市民に説明をしてまいりました

新しいごみ処理計画の目的は、まさにごみ減量化

であります。説明会では、ごみの量、処理費用、

県内14市との比較の中で、本市が置かれている状

況などを説明し、ごみ減量の必要性をご理解いた

だいてまいりました。 

  減量化施策の１つとして、有料指定ごみ袋の導

入につきましてもご理解を得られたものと考えて

おります。今後も継続して地域からごみの排出量

そのものを減らしていく意識を高め、市民一人一

人が絶えずごみ減量を意識できるよう、ごみ減量

推進員、集団資源回収事業などの充実に努めてま

いりたいと考えております。 

  ③のＣＯ２削減に向けた本市の取り組みにつき

ましては、平山啓子議員の質問にお答えしたとお

り、那須塩原市版環境マネジメントシステムを実

施し、二酸化炭素などの温室効果ガスを削減する

ための計画的な取り組みをしているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） ありがとうございます。平

山議員、髙久議員へのご答弁で承知をいたしまし

た。 

  再質問として１番に対しまして、これは県の事

業ですけれども、バイオガスプラントというのが

栃木県酪農試験場で始まりました。これについて

ご説明をいただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま
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す。 

  第１日目の会派の代表質問のときも少しこの点、

お話しいたしましたので、補足するような形で私

の知っている範囲で、県の事業ですので直接的に

は県から説明を聞いたほうが詳しくわかると思い

ますが、一応知っている範囲でお答えしたいと思

います。 

  私ども、環境対策、それから新エネルギーが

我々の生活環境部の所管する仕事となっておりま

す。このバイオガスにつきましては、まさに畜産

業の環境対策、それからそこから発生するエネル

ギー、その辺をうまくプラント化してやっている

というものでございます。金額につきましても、

これも答弁させていただきましたが、１億8,500

万円ほどかかるプラントで、そこは酪農試験場で

すから、酪農のための牛を80頭程度の処理ができ

るプラントであります。ふん尿の処理と、それか

ら、そこに旅館から生ごみをもらってまぜて処理

をして、液肥のほうを特に使うわけですが、液肥

のほうを使ってメタンガスを発生させて、そのガ

スを燃やして電気をおこす。それから出た液肥の

残りとか固形物等については堆肥化をしていくと

いうことで、循環型の農業をやっていくというこ

とでございます。 

  聞くところによりますと、酪農試験場は30ha以

上の農地を持っておりますので、それに十分還元

ができるということでございました。 

  もちろん、研修の中で私も現場に案内していた

だいて見てきたわけですが、課題といたしまして

は、那須塩原市の酪農家の１戸当たりの耕地面積、

詳しくはちょっとわかりませんが、30haも持って

いるところはないわけでございまして、80頭の分

から出るものを5haなり10haではちょっと処理し

切れないということで、耕種農家との連携も必要

だと言っています。 

  本市では100頭以上飼っている方もいらっしゃ

いますから、その方たちはそこに全部還元できる

というわけにはいかないでしょうから、そういう

連携も必要だということで、それは産業分野にな

ると思いますけれども、環境を守って、また新エ

ネルギーをうまく活用してというプラントでござ

いますけれども、まだ資金がかなりかかるという

ことで、すぐには那須塩原市の中に普及していく

段階にないと思いますけれども、十分いろいろ研

究を県にしていただいて、コストと下げたり、も

っと有効になれば那須塩原市の中に普及していく

のではないかということで、期待をして今後とも

注目をしていきたいというふうに思ってございま

す。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） ありがとうございます。 

  ここにいただいたパンフレットがあるんですが、

フリーストール牛舎、ミルキングパーラーという

ふうに表題が出ておりまして、このことについて

はどういうことでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） フリーストール

というのは、従来の１頭１頭つないで牛を飼って

いたという形じゃなくて、比較的牛舎の中で自由

に動けるという形で、搾乳するときだけミルクを

搾る施設、いわゆるミルキングパーラーというと

ころに行って、牛が乳を搾ってもらうというよう

な施設でございます。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂議員に申し

上げます。発言は質問の議題の中での質問にお願

いいたします。 

  ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） ありがとうございました。 

  それでは、費用がもう少し安くなれば、もっと

展開できるという基礎の研究を、栃木県の酪農試
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験場のほうでかなり大がかりにやっていただいて

いると。これに対して生ごみが使われるというこ

とを知りましたし、現にそれが実行されておりま

すので、いずれ、ごみの減量にもつながってくる

のかなというふうに思っております。 

  それでは、続きまして、②、もうこの①、②の

ことは平山議員、髙久議員にご説明いただいたの

で、私は再質問として。 

  本市には生活学校というのがごみ減量化の取り

組みをしておりまして、お話にも出ましたレジ袋

の削減、マイバッグ、それからマイはしの持参等

の活動を既にしていただいております。 

  それで、この生活学校のすばらしい活動をより

一層意義ある所業と応援していただくために、行

政のほうではどういうことができるかなと、こう

いうふうに思っております。 

  一昨日、帰りにイオンさんに寄せていただきま

したら、マイバッグを持っている方がいらっしゃ

らない、私だけだったものですから、ちょっと残

念な気がいたしました。本当に近いところにでき

ましたので、当初からこの地域の方たちが実行し

ていただけるというような方策、施策がありまし

たら、どうぞ生活学校の皆さんとともにやってい

ただきたいと思いますが、お伺いします。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  生活学校の会長さんは、非常に市役所と連携を

深めていただいて、頻繁に私どもの部のほうに来

ていただきまして、私もちょくちょくお話をさせ

ていただいて、活動につきましては、本当にあり

がたいことだというふうに感謝をしているところ

でございます。 

  マイバッグ運動等につきましても、スーパーの

店頭で普及啓発活動等もしていただいておりまし

て、それには職員も一緒に行ってお手伝いをする

というようなこともしております。 

  それから、全国レベルでのそういうマイバッグ、

生活学校を中心とした運動がありましたけれども、

じゃ、少なくとも市役所を挙げて頑張りますとい

うことで、市役所職員にぜひともそういうことで

やってほしいということで、スタンプカードを配

りまして応援をしたということがありまして、会

長さんからも足元でお手伝いいただいて、本当に

私としても心強かったというふうに感謝をいただ

きました。 

  ついでに私ごとで恥ずかしいんですが、私もマ

イバッグを会長さんにいただきまして、確かにス

ーパーへ行って使いましたら、余り使っている人

がいなくて、私のことを見て、あれ、男の人も頑

張っているんですねなんてほめていただいて、ち

ょっと照れくさかったことがありましたが、そう

いうような形で身近なところからこつこつと協力

をしながらやっていきたいなというふうに思って

おります。 

  そういう意味では、会長さんからも日ごろ生活

学校の活動について応援いただいているというこ

とで感謝されておりますので、今後ともこの方向

で深めていきたいと思います。 

  それから、レジ袋のお話がございましたけれど

も、これも答弁の中で何回かさせていただいてお

りますが、ごみ減量の協力店という制度を今立ち

上げようということでスタートしておりますけれ

ども、こういう協力店がたくさん集まって、この

中で十分話し合いをしながら、マイバッグ運動に

結びつくようなレジ袋の対策については話し合う

機会もあろうかと思いますし、今、県のレベルで

レジ袋をどうしようという研究会を立ち上げてお

ります。これにつきましては、積極的にうちのほ

うの室長に近々行ってもらって、勉強させており
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ますので、その成果が上がり次第、我々の市内に

普及するような施策も生まれてくるかなというふ

うに期待をして努力をしております。 

  等々、金銭面ではなかなかお手伝いできません

けれども、人手の面で協力できるところは市民活

動につきましても、協働という精神にのっとって

頑張ってまいりたいというふうに思っております。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） よろしくどうぞお願いいた

します。 

  ③について質問させていただきます。 

  去る11月14日、エコライフネットワーク「とち

ぎ」が主催するフォーラムの講演を聞かせていた

だきました。那須温泉地球温暖化対策協議会の方

の「石油のかわりに温泉があるじゃん」をテーマ

に、二酸化炭素削減モデル事業として発表されま

した。 

  私は、温泉で生かさせていただいております。

ちょうど化石燃料の価格が高騰し始めておりまし

たので、学ばせていただきました。 

  塩原地区にあります本市管理下の温泉供給施設、

上・中塩原温泉管理事業の水熱源対応型ヒートポ

ンプの導入はできるものなのでしょうか、伺いま

す。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 上・中温泉を供

給している事業でございますが、確かに温泉供給

といいますのは、日中は比較的使っていませんの

で、余った温泉が川へ捨てられているというよう

なことがございます。これは市の温泉に限ったこ

とではなくて、旅館とか、それぞれ源泉を持って

いるところはそれぞれ皆同じだと思うんですが、

そのような中で、確かに捨てられている熱源とい

うものの利用方法というものを検討すべきという

のは、これは当たり前の話だと思うんですが、今

後それらの関係団体等と相談しながら研究してい

きたいと、このように考えてございます。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） よろしくどうぞお願いいた

します。 

  しかも、21年度にこの施設に対して8,400万円

ほどの改修工事の費用が出ておりますので、そう

いう中に少し今考えられることはどうなのかなと、

かように思ったものですから、質問をさせていた

だきましたけれども、前向きの姿勢、ありがとう

ございます。 

  那須ではサンバレーさんもビューホテルさんも

やっていらっしゃるんですね。自然界の恵みを保

全する運動を本市でもぜひ展開していただきたい

なと、かように思います。 

  続きまして、次の２にまいらせていただきます。 

  快適で潤いのあるまちづくりについて。 

  安心・安全に暮らせる居住環境と人間関係の大

切さを理解し合えるまちづくりのために次の点に

ついて伺います。 

  ①防犯灯、街灯等の、この「等」の中に、県の

ですが、道路灯も含めてお考えいただきたいと思

います。設置基準、管理費、管理責任について伺

います。 

  ②空き店舗対策の、「空き家」と書きましたの

を「店舗」に変えていただきまして、店舗に絞っ

てお聞きしたいと思っております。方策案が出た

ようですが、実行に当たっての優先順位があるも

のであれば、について伺います。 

  ③男女共同参画の行動計画に関する進捗状況に

ついて伺います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 当方からは、①の

ほうを所管しておりますので、それからお答えを
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していきます。 

  防犯灯の設置基準等のご質問にお答えをいたし

ます。 

  防犯灯につきましては、地域に居住する住民が

みずからの意思に基づき地域防犯のためにみずか

ら設置、維持管理しているものでございます。し

たがいまして、管理主体は主に自治会となってお

り、設置間隔の基準は特にありませんが、自治会

などが防犯上必要な場所を検討して設置していま

す。メンテナンス料及び電気料は同じく自治会な

どが払っております。 

  なお、市は夜間における犯罪の発生を未然に防

止し、地域住民の安全を確保するため、防犯灯の

設置及び維持管理経費の一部を補助しております。 

  商店街が設置した街路灯につきましては、設置

基準は各商店街がそれぞれにふさわしい形状、数

量等を決めて設置しておりますが、市の商店街整

備費補助事業を導入する場合は、事業の趣旨に沿

って審査をいたします。 

  管理費及び管理責任は商店街や街路灯組合など

が独自に管理しているところに加え、地域の夜間

照明という性格もあわせ持つことから、地元の自

治会と共同で管理を行っているところもあるよう

でありますので、それぞれの管理者に管理責任が

ございます。電気料金や維持管理費の負担もそれ

ぞれの管理形態に合わせて行っているものと思い

ます。 

  道路照明である街路灯の設置基準、管理基準に

つきましては、昨年12月の議会で岡部議員にお答

えしたとおりで変更はありませんので、よろしく

ご了解いただきたいと思います。管理費につきま

しては、19年度末の道路照明は416基、メンテナ

ンス料金は86万212円で、電気料は855万7,821円

となっております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 私のほうからは

②の空き店舗対策の質問にお答えいたします。 

  本市における空き店舗対策の状況ですが、黒磯

地区においては、黒磯商工会と連携をとりながら、

平成16年度から空き店舗の有効利用と創業の意欲

のある方を育成、支援することを目的として、チ

ャレンジショップの開設及び新規創業者の支援事

業を実施、６名の新規創業という成果に結びつい

ております。 

  また、本年11月には、黒磯駅前活性化委員会が

駅前通りの空き店舗を借り受け、イベントの開催

など活性化の拠点として整備、活用がなされてお

ります。 

  西那須野地区においては、現在実施中の駅西地

区まちづくり交付金事業や西大和市街地再開発事

業などのハード整備を相まって、商店街の魅力づ

くりのため、地元商店街や株式会社まちづくりに

しなすのとともに、店舗の改築等の検討や空き店

舗のあっせんなどを進めており、代表的なものと

しては、疏水通りの空きテナントを利用した高齢

者の活動支援の店舗なじみ庵があります。 

  なお、空き店舗対策を実行するに当たり、優先

順位については特にございません。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） ２番、岡部瑞穂議員の市政

一般質問の中の③の男女共同参画行動計画の進捗

状況についてお答えをいたします。 

  本市における男女共同参画に関する施策を総合

的かつ計画的に実施するための那須塩原市男女共

同参画行動計画は、平成19年度から平成23年度ま

での５年間を計画期間として策定したものであり、

計画の最終年度となる平成23年度における目標を

定めるとともに、これに対する進捗等を年次報告
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として作成し、進行管理を実施していくものとし

ております。 

  この計画の初年度となる平成19年度末における

進捗状況につきましては、男女共同参画に関する

年次報告書として取りまとめを行い、公表したと

ころでありますが、行動計画により進行管理を行

うものと定めている62の事業のうち、35事業につ

きましては、既に目標値を達成している状況にあ

ります。 

  また、未達成の事業につきましても、多くの項

目において改善が図られつつあり、現段階におい

ては目標達成に向けて着実に進捗しているものと

思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） ありがとうございます。 

  それでは、１番から防犯灯、街灯等の設置基準

に関して、以前にも質問をさせていただきました。

今、議会が終わって帰るとき、もう真っ暗です。

それで、防犯灯のルクスとか間隔、こういうもの

に基準はあるのでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  先ほどお答えしたつもりでございますが、間隔

は特になくて、自治会が暗いからこの辺の電柱に

うまくつけていただきたいとか、そういう形で補

助申請をしてくるというような形でございまして、

こちらから何メートル置きじゃなくてはだめだと

か、もうちょっと広げなさいとか狭めなさいとか

というような基準はありません。 

  あとは、一般的につけているのは、今多分20ｗ、

40ｗとの部類があるんですが、40ｗ程度のやつが

多くなっていると思いますけれども、そういうも

のをつけている。 

  我々は防犯灯のほうですので、よく商店街にあ

る大きなやつは該当していませんので、あれは商

店会のほうでやっております。我々は主に自治会

でやっている小さなほうですね、蛍光灯とか裸電

球のところも時々あると思いますけれども、そう

いう小さな本当のいわゆる防犯灯を対象にさせて

いただいていますが、特に基準はございません。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） また聞いてしまいましたけ

れども、よく事故や事件が起きますと、ここのと

ころは暗いですねと、こういうような説明がある

んですが、私どもは車で前照灯があるので暗いと

いう感覚がないんですね。ですけれども、歩道を

歩いている方、随分今は走ったり歩いたりする方

が多くなられまして、そういう方がいらっしゃい

ます。一たん前照灯を切って、どのくらいの暗さ

か試してみました、いろいろなところで。全然人

の影が見えないぐらい暗いところがあるんですね。

ですから、私は、これは生活課のほうだ、これは

産業だ、これは何というんでなくて、それぞれの

お役所の方が一たん通って、それでまた街路灯、

防犯灯が一緒に３つついているところもあるんで

す。ですから、できるだけ改善をするという形に

これから気をつけていただきたいなと思って出さ

せていただきました。 

  次に、空き店舗の方策ですが、先ほどお話が出

ましたが、黒磯、西那須野が順次出ておりまして、

そうなると、次には順番というのがあるのかなと、

こういうふうに思ったものですから、質問をさせ

ていただいたんですけれども、いかがでございま

しょう。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） ということは、

塩原はという意味でしょうか。 

  塩原温泉地区につきましては、確かに空き店舗、
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それから空き旅館等があるのが現状でございます。

空き店舗そのものも29件ございますので、確かに

そういう意味では、今まで塩原町時代にそれぞれ

取り組んできたというような経過もございまして、

特に塩原町としては公共用に利用してきたという

ようなこともあったわけでございますので、具体

的に今後そのような空き店舗対策については、地

元の商工会、それから観光協会等と相談をしてい

きたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 空き店舗が何か潤いがなく

なるように感じるということは、シャッターを閉

めて一日中あかないと、それで、ある町において

はそのシャッターに絵をかいたとか、いろいろな

工夫がされているほど寂しく感じる建物だったり

何かだと思うんですね。ですから、やはりよい意

味で、こういうことを少しずつなくしていくこと

が町の活性化につながるような気もいたしますの

で、潤いのある町にするために空き店舗をどうい

うふうにしたらいいか、そのいい例が12月１日に

出ておりました黒磯の前の空き店舗の活用という、

下野新聞さんに出していただいておりますけれど

も、いろいろな形で地域の人たちが考えられるこ

とがあるのではないかと。ただ、それに対して助

成をどういうふうに行政ができるかというところ

にこれから知恵を出してお考えをしていただけれ

ばと思います。 

  ③に移りたいと思います。 

  男女共同参画行動計画に対する進捗状況という

ことで、市長さんのご答弁をいただきました。以

前に一生懸命調べて、やっと日本も何となく女性

が意見が言える立場になったのかなと思って、あ

のとき申し上げましたんですが、進捗状況という

ことですから、どのくらいの率で女性の管理者が

出ているんだか、おわかりに範囲でお教えいただ

ければと思います。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（千本木武則君） 現在、手元に資料が

ございませんので、後ほど答弁させていただきま

す。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 学校ですと校長先生がかな

り女性の方が多くおなりになられて、女性が管理

職として見たほうが非常にきめ細やかでいいとい

う環境があるわけです。ですから、もう一歩、も

う間もなく人事異動にもなるでしょう。そういう

中で、ぜひとも女性の方の登用というでしょうか、

それをお考えいただくようにしていただきたいな

と思いますことと、もう一つは、組織団体は皆ま

だまだ女性の会は特別に女性部です。ですから予

算は親組織に入りまして、そしてそこの中の一部

を何とか行事のための費用にさせていただくとい

う、一番早くに改革をしたところが黒磯の観光協

会なり商工会ではなかろうかと思っておりますが、

この辺のところも組織が男女分かれていていいの

かなと。もちろんいいんだと言われればそれまで

なんですが、その辺の見解を伺いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 男女共同参画は私ども

のほうでいろいろ取りまとめをしておりますので、

具体的なものがあればまた別なんですけれども、

これをまとめる中でのお話ということになります

けれども、多分、組織はいろいろこの男女共同参

画行動計画の中でもありまして、私どものほうは、

どちらかといいますと、行政にかかわりのある各

種の審議会であるとか委員会であるとか、今あり

ました職員の中の女性の登用というようなことを

積極的に進めようということでやっておりまして、

若干これにつきましては、まだ目標達成までは先
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ほど市長が申し上げました35事業の中には入って

いないのですけれども、そういう面で順次進めて

いくと。 

  ただ、議員の今おっしゃられているお話は、多

分、民間組織といいますか、そちらのほうのお話

だと思いますので、それにつきましては、それぞ

れの団体さんのお考えの中でやられていることな

んだと思いますので、これについて私ども行政の

ほうでどうのこうのというところまではいけませ

んですけれども、ただ、こういう男女共同参画社

会を目指す中で、いろいろな施策といいますか、

ＰＲ、啓発等々やらせていただいておりますので、

そういう中では直接かどうかわかりませんですけ

れども、今、議員がおっしゃられるような方向性

も生まれてくる部分もあるのかなと、こんなふう

に思っているところです。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 実施計画を見させていただ

きますと、予算が19年、20年から22年と非常に額

も少なくなっております。そういう中で同じよう

な内容で、ただ女性が勉強するための項目になっ

ておりますので、その辺のところはもう十二分に

勉強したと思いますし、十二分にそれを社会に出

るまでに勉強した人たちも多くいますし、実社会

の中でもすぐれた教養を持っている人たちもいま

すので、恐れ入りますが、ご検討をこれからして

いただきまして、次の３に移らせていただきます。 

  豊かな心と文化を育むまちづくりについて。 

  文部科学省は児童生徒の教養の一環として、伝

統・文化交流、産業への理解などの必要性を示さ

れました。次の点について伺います。また少子化

による学区変更について伺います。 

  ①芸術、文化活動と産業との連携をアピールし

た例がありましたら示してください。 

  ②スポーツの振興は、人の交流を一層向上させ

ます。仙台育英学園寄附地の活用を観光産業と連

携できるか伺います。 

  ③学区審議会の中間答申がなされました。その

後の進捗状況を伺います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） それでは、３の豊かな

心と文化を育むまちづくりについての３点につい

て答弁をさせていただきます。 

  まず、①でありますが、子供たちが学校や地域

の文化施設におきまして、文化、伝統、芸術に触

れる機会を提供するため、当市でも多くの方々の

指導を賜り公民館や学校で事業実施しているとこ

ろであります。 

  また、民俗芸能等につきましては、旧地区単位

では従来から子供たちの活動が継続をされている

ところであります。近年では、和太鼓などの活動

にも多くの児童生徒が参加をしており、祭りやイ

ベントなどへの参加も積極的にしていただいてお

ります。 

  これらの活動が芸術・文化活動と産業連携をア

ピールした例であるかは定かではありませんけれ

ども、今後も連携のあり方について検討してまい

りたいと考えております。 

  ②でございます。（仮称）青木サッカー場の活

用と観光産業の連携につきましてお答え申し上げ

ます。 

  今年におきまして、サッカーグラウンドを中心

といたしまして施設設備のための調査設計を行い、

平成21年度、来年度から順次施設設備を進めてい

きたいと、このように考えております。観光産業

との連携につきましては、今後参考とさせていた

だきたいと思います。 

  ③の学区審議会でありますけれども、ことしの

２月28日に中間答申が提出されまして、その後、
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全体会、専門委員会あるいは地区別の協議等を審

議会で重ねて現在おります。今後、最終答申に向

けまして数回の審議を行う予定でございます。 

  以上であります。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） ３番の芸術、文化活動と命

題で出させていただきましたけれども、これは金

子議員のほうでハーモニーホールのことが非常に

地域の文化、芸術の向上は役に立っているという

弁論を伺いまして、承知いたしました。 

  会場の施設、出演者の演目等、ハーモニーホー

ル、あるいは他の会場も聴衆が集まらなければ、

その会が成功したとは言えません。約10万人の利

用状況で他の施設と比べていかがなものなのだか、

その内容として、案内のリーフレットというんで

すか、それはたくさんあるんですね。どこの公民

館へ行っても何へ行っても、公の施設には。です

けれども、よその県の方をお呼びするような、あ

るいはお客様として観光と芸術、文化を一緒にす

るようなところにはないと。じゃ、それはどうし

たらいいかということで何かお考えはありますで

しょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） ハーモニーホールの件

で申し上げますと、財団のほうで運営をしている

わけでありまして、聞くところによりますと、市

内だけじゃなくて、県外、多くはかなり遠くの方

がお見えになってコンサート等を利用、あるいは

お聞きになっていると、こういうふうに聞いてお

りますので、そういう意味でいうと、十分にＰＲ

効果があるのかなと思っております。 

  それとあと、現在、塩原文化会館につきまして

は、休館ということになっておりますけれども、

これも一時代においては、県外の方が宿泊された

方の行事といいますか、そういうもので催し物と

して十分使われたと、こういう時代があったよう

に聞いております。 

  黒磯文化会館につきましても、以前は塩原のホ

テルなんかもご利用いただいて、当然、観光の皆

さんとタイアップした事業として、それは公民館、

文化会館じゃありませんけれども、温泉のほうの

方がそういうことでご利用していただいたと、こ

ういう実績もあります。 

  そういうことで、今後もまちづくりの中で文化

施設、あるいは社会教育施設等々、スポーツ施設

等々、いろいろな面で活用できればと思っており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） １つ例を挙げさせていただ

きます。 

  草津温泉では、群馬交響楽団というのが非常に

早くからできまして、この定期演奏会を事あるご

とに催すことにより、品格のある温泉旅行をつく

り出しました。もちろん、これは旅館とその財団

ですとか、建物の施設を維持している方だけでな

くて、旅行エージェントさん、旅行業界さんをも

巻き込んだセールス活動をいたしませんと、旅行

業というのは活況を帯びませんので、その辺のと

ころもこれからお考えをいただいて、できれば広

いジャンルの企画で観客に感動を与えるようなこ

とができればいいなと、かように念じて次にまい

りたいと思います。 

  仙台育英学園よりの寄附地の活用に関してです

が、グラウンドの整備等々で約１億5,000万円強

の予算が計上してありました。広々とした大地で

伸び伸びと練習を希望するチームがあると思いま

すので、あの地区には板室温泉、青木温泉等宿泊

施設があります。工事が始まりましたら宣伝とい

うこと、ＰＲをしていただき、いいグラウンドが

あるということを内外にお知らせいただければと
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思います。 

  それから、建物の整備も予算に入っているので

しょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 建物整備ということで

ありますけれども、来年度予定しておりますのは、

サッカー場２面の芝を張る事業を予定しておりま

す。その後につきましては、現在ある管理棟等の

建物がありますので、かなり屋根等々の雨漏り

等々もありますので、そちら体育館等々も含めて

修繕をしていきたというふうに思っております。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） よろしくどうぞお願いをい

たします。 

  ③学区審議会の、それでは最終答申はいつにな

りますか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 現在、最終答申の素案

につきまして専門委員会と今詰めているところで

ありまして、今月中に専門委員会を開きます。そ

れで素案をいただいて、その後、当然、調整の部

分がありますので、再度専門委員会、あるいはそ

の素案ができた段階では全体会議、いわゆる審議

会のほうにお示しをいただいて、最終的には案を

いただいて、それが答申になると、こういうよう

な順序になると思います。 

  それで、時期につきましては、少なくともあと

３回ほどの会議を予定しておりますので、早くと

も年明け２月末あたりになるのかと、それはいず

れにしましても、年度内にということでお願いし

てありますので、２月中には答申をいただけるの

かなと期待をしているところであります。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 塩原地区、もちろん箒根も

入るんですが、非常に少子化で学童が少なくなっ

ております。そんな関係で今が一番変革のときに

なるのではなかろうかと。もう既に上塩原小学校

がああいう形で変わりました。悪いことではない

んですけれども、住民にとりましては、学校とい

うのは１つのコミュニティの場所でもあり、思い

出もありというところです。 

  ４番に入らせていただきます。 

  健やかに安心して暮らせるまちづくりについて。 

  女性が安心して経済環境の中で活躍でき、能力

を発揮できるのは幼児教育の場である。保育園の

充実が不可欠と考えます。 

  そこで、①児童福祉の充実を公平に供与するた

めに、公立保育園、私立保育園の中にもまた認可

と無認可があります。いろいろな形の保育園の助

成に大きな差異があるのではないかと思います。

行政のお考えを伺います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 認可保育園と無認

可保育園といいますか、そちらの関係の助成に大

きな差があるのではないかというご質問でござい

ますけれども、認可保育園につきましては、児童

福祉法に基づき設置、運営される保育園で、市か

らは児童福祉施設最低基準を維持するために、必

要となる経費を国の基準に基づき委託料として支

出をしております。 

  一方、認可外保育園は、児童福祉法に基づく認

可を受けていない保育園でありますので、市から

は補助基準を満たす施設とその保護者に対し児童

の福祉増進等を目的とし、補助金として支出をし

ております。したがいまして、法に基づく認可保

育園と認可外保育園では当然市からの財政負担に

差が生じてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 質問の途中ですが、ここで
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昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ここで総務部長から発言があります。 

  総務部長。 

○総務部長（千本木武則君） 先ほど答弁を保留し

ていました管理職の状況についてお話をいたしま

す。 

  ことし４月１日現在、管理職手当を受けている

管理職の数は152名であります。そのうち女性が

29名、19.1％となっております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） それでは、続きまして、質

問をさせていただきます。 

  ４の①に関しましては、早乙女議員が非常に的

確に新保育指導指針というのをご質問なさって、

そして答弁もいただいております。私は私の子供

を育てたときの体験から、１歳児はともかくとし

ても２、３歳児をどうして預けなければならない

かということを担当の部長さんに伺いたいと思い

ます。 

○議長（植木弘行君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） どうして預けなけ

ればならないかというご質問ですが。保護者の方

のほうのあれになるんですが、以前から言われて

おりますように、女性の方の社会進出というのが

進んできまして、働く女性の方がふえたというの

が一番大きな要因だったんではないかと思います、

以前は。今はそこにまたいろいろな条件が加わっ

ておりますけれども、以前、保育園そのものは確

かに３歳以上児を預ける方が多かったんですけれ

ども、だんだん低年齢児化して、現在はゼロ歳児

から預かっているというふうな状況でございます。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） ありがとうございました。

確かにそのとおりです。 

  それともう一つは、核家族化しましてご両親と

一緒に住んでいない、必然的に見る人がいないと、

そのために保育園の施設が必要になったんだと思

います。 

  そういうことからかんがみますと、親の働く条

件、これに見合う保育園でないと価値観が薄れる

と思うんですね。そんなことも考慮した助成とい

うんでしょうか、保育園を考えてあげるというこ

とも行政のほうでは必要ではなかろうかと思いま

す。 

  あと、私がわからないことがあれば、早乙女議

員によく伺って、そしていろいろと対処をしたい

と思っております。 

  次にまいります。 

  ５番の活力を創出するまちづくりについて。 

  世界的に経済社会は厳しい状態になりました。

次世代のために今こそ知恵を出し汗を流して産業

振興を図らねばと考えます。 

  ①産業（農業、畜産、林業、漁業）、観光産業

の平成20年度の概況は11月現在、前年対比でいか

がでしょうか。伺います。 

  ②本市には良質な温泉、誇れる特産品が数多く

あります。日本一、関東一、栃木県一の称号にな

るようにならなければなりません。その推進方策

を伺います。 

  ③観光、生産品のＰＲ（情報発信）をどのよう

にいたしておりますか。また行政でのセールス活
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動をどのようになされているか伺います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） ①の産業、観光

産業の平成20年度の概況は11月現在の前年対比に

ついての質問にお答えいたします。 

  現時点での前年対比につきましては、農林業等

の生産量や生産額等の集計が示されていませんの

で、明確な数字でのお答えはできませんが、水稲

につきましては作況指数が101、平年並みと、野

菜等につきましては、ＪＡなすのにおいて販売数

量で約７％の減少となっており、８月下旬の日照

不足等が影響しているものと思われます。 

  また、生乳の生産量は、市内各酪農協の本年10

月末現在では前年より若干ふえております。観光

産業につきましては、現時点での入り込み数及び

宿泊数等の把握はしておりません。 

  次に、②本市には良質な温泉、誇れる特産品が

数多く、日本一などの称号になるような推進方策

についての質問にお答えいたします。 

  塩原温泉は、一温泉地に泉質のほぼすべてを保

有する多彩な泉質と湯量を持つ、全国でも数少な

い温泉地ですので、この特色を生かすため、こと

しから塩原流ヘルスツーリズムとして旅行商品化

され、健康促進を目指した観光旅行が開始された

ところです。 

  特産品については、生乳産出額本州１位の牛乳

を初めとして、那須和牛、なすひかり、とちひと

み、那須野秋そば等があり、ことしから那須塩原

の名前を盛り込んだ牛乳や焼酎「那須野秋そば」

を販売し、那須和牛については商標登録を申請し

ているところであり、特産品の地域ブランド化を

推進しております。今後も全国に知られるように

取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

  次に、③観光、生産品のＰＲをどのようにして

いるか。また行政でのセールス活動をどのように

しているかの質問にお答えいたします。 

  観光生産品ＰＲについては、市、観光協会、旅

館組合等によるホームページの掲載や各種イベン

トの開催、各種パンフレットの作成、配布を初め、

県と合同による首都圏での観光キャンペーンによ

り全国へ情報を発信しております。 

  行政でのセールス活動については、那須塩原駅

の那須地区総合観光案内所における観光案内や、

市ホームページへの掲載により情報発信を行って

おります。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） ①の再質問をいたします。 

  ことしが横ばいの状態と、蔬菜類が少し悪いと

いうふうに受けとめるご発言をいただきまして、

すべてが微増でもいいから右肩上がりになるとい

うことが、私たちが生活していて安心できること

だと思っておりますが、やはり右肩上がりになる

のには消費、地産地消というのを根本的に実行し

ていかなければならないと思います。 

  それには、やはりお客様なり人様に本市に来て

いただかなければならないと。じゃ、それのため

にはどうしたらいいかということで、本年度の９

月９日の新聞に出ておりましたんですが、小学校

でも宿泊体験の波ということで、このことはもう

ご存じだと思うんですが、アプローチしているか

どうかということで伺いたいと思います。 

  120万人の生徒さんが約１人５万円かけますと

600億円なんですね。やはりこれにアプローチし

ていかないとおくれをとってしまいます。５年間

ということだそうですので、もうしていらっしゃ

るとは思いますけれども、常に。 

  このことを実行いたしましたのは、総務省、文

部科学省、農林水産省が連携した子ども農山漁村
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交流プロジェクトというので銘打っておりますの

で、やはりいち早くアンテナを立てておいてキャ

ッチをし、そのことを実行に移すべき人が必要で

はなかろうかと思いますので、こういうプロジェ

クトがあるんだということで、知っている、知っ

ていないを伺うつもりはありませんので、頭に入

れていただいて、そしてそれを精査していただけ

ればと、かように思います。 

  ２番目でございますが、ただいま日本一になり

得るべき場所だとか品物を挙げていただきました。

挙げていただきたいという質問が再質問だったん

ですが、もう事前にしていただきましたので、い

ち早くこういうことをやっていただくのに、本市

の私はセールスを見ておりますと、いろいろなリ

ーフレットだとか案内版のものはたくさんつくり

ます。でも、それを消化していないんですね。で

すから、私は残っていた地図を去年２カ月かかっ

てお客様に配りました。知らないという住民の人

も大勢いらっしゃいました。要は、つくったもの

が流れていかなければ無理だと思うんですね。 

  私も全国にセールスをしてもおりますし、しま

したけれども、じっとして物をつくっただけでは

絶対にそれがお客様には通じないんだと、こうい

うことを強くそれぞれの方がお感じいただいて、

どうしたらばいいだろうと、そして視察に行かせ

ていただいて、やはり熱心です。産業がこれから

リーディングビジネスになるのではないかと言わ

れています。人口だけの増加を望んでいたのでは

産業の発展はならないと、そのためにはやはり本

市に来ていただきたいということだと思うんです。

それで、参りましたところで大変熱心に30％の増

を図りたいと、こういうようなことだったもので

すから、30％というのは私もいまだかつて自分で

も経験できなかったしという数値を目標に掲げて

いるのは、民間じゃなくて行政なんですね。行政

の方、それから議員の方たちがそういう目標を掲

げて観光基本戦略というのをつくられていました。 

  やはりよそ様のいいところを見ながら我が身の

ところでしていないことは、一日も早く実行をし

ながら、こんないい場所ですから、自分でいい、

いいと思っているだけではお客様は来てください

ません。そのよさがわからならなければいけない

し、説明もしなければいけないし、ご案内もしな

くちゃいけないと私は思いますので、やってはい

らっしゃいますけれども、まだ微増、横ばいとい

うことは、ふえていないということですから、反

省の中に入れていただいて、ぜひともやっていた

だきたいなと思います。 

  それから、いろいろな中で国も何も産業の活気

をさせるためのプロジェクトも組むでしょうし、

日本の国を悪くしようとはどこのだれも思ってい

ないわけですから、やはりよくアンテナを立てて

おいて、情報をキャッチして、それを実行してい

い成果を上げるのにはどうしたらいいんだろうと

いうことを常に考えながらやっていただくのが一

番相手様に感動を与えるおもてなし。 

  過日、びっくりしましたけれども、自動車の宣

伝の中で、自動車が出てきておもてなしという言

葉を使っていたんですね。おもてなしがどれだけ

大切か、そういうことを考えていただければと思

います。 

  それで、私は先ほども申し上げた、旅行をより

一層よくするのは、その地域だけではできない。

旅行業者の方が間に入って、そしてこの本市をあ

る程度媒体として宣伝していただかなければなり

ませんので、その辺も含めて両輪になり、たまに

はそういう方たちとの懇親会や懇談会も必要では

なかろうかと、このように思います。 

  提案を１つ。 

  以前にＪＲさんの本社へ行って、社長初め幹部

－253－ 



の方にお目にかかって、本市の観光立地を説明し

てまいりました。トランヴェールに出していただ

くようにもお願いしました。でも、よそよりも負

けているのは、その地域よりもアタックが少ない

からだと、そういうふうに思いますので、どうぞ、

東京にご出張のそれぞれの幹部職員の方がいらっ

しゃいましたら、ＪＲさん、新宿にありますので、

そちらにでも行っていただいて、一言お礼を言い

ますと、この３つの駅が非常に活気を帯びるので

はないかと、かように思って、そのことをお願い

をして、私のすべての20年最後の質問とお願いを

終わりにさせていただきます。まことにありがと

うございました。 

○議長（植木弘行君） 以上で、２番、岡部瑞穂君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  以上で質問通告者の質問は全部終了いたしまし

た。 

  市政一般質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  市政一般質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案の訂正 

○議長（植木弘行君） 次に、日程第２、議案の訂

正についてを議題といたします。 

  本件について訂正理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（君島 寛君） 平成20年第５回那須塩原

市議会定例会提出議案の訂正についてご説明を申

し上げたいと存じます。 

  平成20年12月５日に提出をいたしました議案第

91号 那須塩原市水道事業の設置等に関する条例

及び那須塩原市水道事業給水条例の一部改正につ

いての一部に、適切さを欠く箇所がありましたの

で、これを訂正することについて、那須塩原市議

会会議規則第19条第１項の規定により、議会の承

認を求めるものであります。 

  訂正箇所につきましては、那須塩原市水道事業

の設置等に関する条例の一部改正の第１条の見出

しで、「水道事業の設置等」としておりましたが、

「等」を削除し、「水道事業の設置」という形に

訂正するものであります。 

  お手元に訂正後の議案及び議案資料を配付して

ございます。ご承認をいただきますようお願い申

し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 説明が終わりました。 

  お諮りいたします。これを承認することで異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案の訂正については承認することに

決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案の各常任委員会付託につい

て 

○議長（植木弘行君） 次に、日程第３、議案の各

常任委員会付託についてを議題といたします。 

  ただいま上程中の各議案については、審査のた

め各常任委員会に付託いたします。 

  議案第78号から議案第94号までの17件について

は、お手元に配付の議案付託表のとおり、所管の

常任委員会に付託いたしたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案付託表のとおり、各常任委員会に

付託いたします。 

  関係常任委員会は、委員会日程に基づき審査を

行い、本会議最終日、委員長は登壇の上、審査結

果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎請願・陳情等の関係常任委員会

付託について 

○議長（植木弘行君） 次に、日程第４、請願・陳

情等の関係常任委員会付託についてを議題といた

します。 

  新たに提出された請願１件、陳情１件、継続審

査となっています陳情２件については、既に配付

いたしました請願・陳情等文書表のとおり、関係

常任委員会に付託いたしたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、請願・陳情等文書表のとおり、関係常

任委員会に付託いたします。 

  関係常任委員会は、委員会日程に基づき審査を

行い、本会議最終日、委員長は登壇の上、審査結

果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（植木弘行君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時２６分 
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